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はじめに 

 

 

新居浜市では、昭和４０年代から５０年代の高度経済成⾧期を中心に、人口の増加や、

市民ニーズの多様化に対応するため、また、市民サービスの向上を図るために公共施設

の充実や都市基盤の整備に取り組んできました。 

その結果、現在様々な公共施設を保有していますが、その一方で、全施設の約 3/4

が建設から３０年以上経過し、今後、施設の老朽化に伴う大規模改修や建替えが集中す

る時期を迎えることとなり、市の財政にとって大きな負担となることが懸念されていま

す。 

公共施設は市民の皆さんが必要な手続きを行う場として、また交流や学習の場として、

それぞれの設置目的をもって建設され、市民の貴重な財産として活用されていますが、

少子高齢化による年齢構成の変化やライフスタイルの多様化により、求められる役割や

必要性が変化している施設もあります。 

こうした事情を背景に、平成２４年１月に「新居浜市アセットマネジメント推進基本

方針」を策定し、⾧期的な視点に立ち、公共施設の維持管理に要する全体経費の削減を

図り、効率的な施設運営を行っていくための取り組みをスタートしました。 

その後、この取り組みの一環として、将来人口予測や市の財政状況を踏まえたうえで、

施設の維持管理にかかるコスト、利用状況などについて、ソフト、ハードの両面から施

設の実態を把握するため、平成２６年８月に「新居浜市公共施設白書」を作成しました。 

さらには、本書を通じて、公共施設の現状をご理解いただき、市民の皆さんと情報を

共有したうえで、公共施設の有効活用方策や統廃合の必要性など、将来に向けて、新居

浜市全体の公共施設のあるべき姿についてまとめた「新居浜市公共施設再編計画」を平

成３０年９月に策定しました。 

これからも、策定した公共施設の総合的な管理計画の実行性を高め、基礎となるデー

タの整理と分析を行うため、本書の改訂を実施します。 
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１ 将来人口                        

 新居浜市の人口は、１９８０年（昭和５５年）の国勢調査時の１３２，３３９人をピ

ークに減少に転じており、２０２０年（令和２年）の国勢調査では、１１５，９３８人

となっています。国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計によると、今後さらに

減少傾向は加速し、約２５年後の２０４５年（令和２７年）には１００，０００人を割

り込み、９８，４７３人にまで減少すると予測されています。 

  

 
※国立社会保障・人口問題研究所による将来人口予測      生産年齢人口の激減 

 2015 年 

（平成 27 年） 

2030 年 

（令和 12 年） 

2045 年 

（令和 27 年） 

 2015 年→2045 年    

人口・構成比増減 

老齢人口 

（65 歳～） 

36,988 人  

30.85％ 

36,622 人   

33.13％ 

35,683 人  

36.24％ 

 ‐1,305 人   

＋5.39 ポイント 

生産年齢人口 

（15～64 歳） 

67,101 人   

55.96％ 

60,432 人  

54.68％ 

50,949 人  

51.74％ 

 ‐16,152 人    

‐4.22 ポイント 

年少人口 

（～14 歳） 

15,814 人  

13.19％ 

13,475 人   

12.19％ 

11,841 人  

12.02％ 

 ‐3,973 人    

‐1.16 ポイント 

合 計 119,903 人 110529 人 98,473 人  ‐21,430 人 

15,819 14,258 14,224 13,475 12,774 12,312 11,841 

67,176 63,827 62,447 60,432 58,190 54,045 50,949 
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特に生産年齢人口（１５～６４歳）の減少は著しく、１９８０年（昭和５５年）の生

産年齢人口は８８，３９１人でしたが、２０４５年（令和２７年）には、５０，９４９

人となり、実に３７，４４２人も減少する見込みとなっています。 

一方で、老齢人口は今後も増加していく見込みであり、１９８０年（昭和５５年）に

は現役世代の６．８人で１人の高齢者を支えるという人口構成でしたが、２０４５年 

（令和２７年）には現役世代の１．4 人で１人の高齢者を支えていかなければなりませ

ん。 

こうした状況を考慮したうえで、今後維持管理していくことが可能な公共施設の総量

について議論を開始する必要があります。 

 

 

 
37,442 人の減少 

 

 

    
 

 

 

 

 現役世代 6.8 人 

高齢者1人 高齢者1人 

現役世代 1.４人 
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２ 財政状況                        

（１）歳入の状況（普通会計歳入決算額の推移） 

人口減少、少子高齢化の進行により、市税収入、地方交付税等の一般財源の大幅な増

加は期待できない状況にあります。 

 
 

（２）歳出の状況（普通会計歳出決算額の推移） 

近年、高齢化に伴う社会保障費等の扶助費が急増しており、公共施設の建替え等に充

当できる予算（投資的経費）を継続的に確保していくことが困難な状況にあります。 
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（３）職員数の推移（正規職員数） 

市職員数（正規職員）は、令和３年４月１日現在９３１名です。 

 
 

また、人口１，０００人当たりの職員数（令和３年４月１日現在・公営企業等会計関

係の職員を除く）は、６．８４人となっており、一般市（全国 687 団体）のうち、類

似団体３０団体の平均値６．６２人と同水準で、愛媛県内１１市では２番目に少ない水

準となっています。今後も指定管理者制度の導入、民営化の推進等、行政改革による人

件費の削減に努めます。 

 
※類似団体別職員数の状況（令和 3 年 4 月 1 日現在）総務省自治行政局 
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３ 保有する施設量  

新居浜市の保有する財産は、地方自治法に基づき、下図のように分類されます。 

令和３年３月３１日現在で、公有財産として、土地約５，１７０万㎡、建物約５１万

6 千㎡（延床面積）を保有しています。 

これを市民１人当たり（２０２０年国勢調査時点）の面積に換算すると、土地は 

約４４５．９㎡、建物は約４．５㎡保有していることになります。 

 

 

また、建物の利用目的別延床面積の内訳は、学校が 167,133 ㎡（３2．4％）、つい

で公営住宅が 125,593 ㎡（２4．3％）、その他の施設（公共用施設）が 

113,352 ㎡（２2．0％）、その他の施設（行政機関）が 36,560 ㎡（7．１％）となっ

ています。 

 

※ その他の施設（公共用施設）・・・公民館、保育園、市民文化センターなど 

※ その他の施設（行政機関）・・・下水処理場、清掃センターなど 

 

 

 

 

新居浜市
の財産

公有財産
普通財産

行政財産
建築物

公用財産

本庁舎

消防施設

その他の施設

公共用財産

学校

公営住宅

公園

その他の施設

その他物品

債権

基金 土地 51,684,761 ㎡ 

建物 515,921 ㎡（延床面積） 
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これらの施設のうち、令和３年３月３１日現在で建築後３０年以上経過している建物

（棟数）は全体の約７３％となっていますが、１０年後には８８％となり、さらに多く

の施設において、老朽化に伴う大規模改修や建替えが必要となります。 
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建物 約 51.6 万㎡ 

令和 3 年 3 月 31 日現在 

（167,133 ㎡） 

（113,352 ㎡） 

（9,399 ㎡） （8,349 ㎡） （23,652 ㎡） 

（31,883 ㎡） 

（36,560 ㎡） 

10年後 

2021 年（令和 3 年） 2031 年（令和 13 年） 

（125,593 ㎡） 
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４ 将来予想されるコスト    

 
※「新居浜市アセットマネジメント推進基本方針（平成２４年１月）」より抜粋 

 

 平成２４年１月に策定した「新居浜市アセットマネジメント推進基本方針」の中で、

これまでの対症療法的な施設の維持管理（事後保全）を続けた場合、建築後５０年程度

で施設の更新が必要となり、今後３０年間に必要となる建物の更新費用は８３４億円

（年平均２７．８億円）と試算しています。 

 一方、管理手法を見直し、施設の劣化が進行する前に、計画的な維持管理（予防保全）

を実施し、施設の⾧寿命化を図り、６５年程度施設の利用が可能となった場合、同期間

に必要となる更新費用は３５０億円（年平均１１．６億円）まで圧縮できると試算して

います。 

 このことから、まずは既存施設の⾧寿命化対策を実施し、当面の財政負担軽減を図る

こととしていますが、施設を使用できる期間には限界があり、いずれは建替えが必要と

なる時期を迎えることとなります。 

 現在の財政状況や今後の人口推計を考慮しますと、すべての施設を更新するための財

源の捻出は非常に困難であり、施設の⾧寿命化対策と並行して、統廃合等による施設総

量の縮減に取り組んでいく必要があります。 
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１ 公共施設白書作成の目的 

公共施設白書とは、市が保有する主な公共施設について、建築年、構造、面積等の建

物情報や、運営に係るコスト、利用状況等の管理運営情報について、施設ごとにデータ

を整理したものです。 

本書を通じ、個々の公共施設の実態を横断的に把握していただくとともに、施設の存

続や更新の優先順位など、将来の公共施設のあり方について議論し、方針を決定するた

めの基礎資料として活用します。 

 

 

２ 対象施設 

 今回、本書で取り上げる施設は１３７施設です。 

 公共施設はそれぞれの利用目的をもって設置されており、本書では、施設の目的・用

途により、施設を次のとおり分類しています。 

 

 

第２章 公共施設白書作成の目的・概要 
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※ 市営住宅については、令和３年３月３１日現在、入居率が７４．３２％（募集停止

住宅を除く。）となっており、有効に活用されています。また、建替えに当たっては、

国が建て替え費用の４５％を補助する制度があるため、平成２４年３月に「新居浜市

公営住宅等⾧寿命化計画」を策定し、その後の社会環境等の変化に対応するため、平

成２９年８月に見直しを行い、計画に沿った既存施設の⾧寿命化対策及び建替えを実

施していることから、今回も調査の対象外としています。 

 

３ 施設間の比較 

 第３章 参考資料（施設概要調書）を比較することにより、施設間の様々な比較が可

能となります。ここでは、一例として公民館、小学校、中学校、保育園について、各施

設における「老朽度」、「利用状況」、「利用者１人あたりにかかるコスト」の比較を行っ

ています。これらの指標のほか、「施設の利便性」や「防災上の重要性」等のベンチマ

ークについて、施設間で比較を行うことは、施設更新の優先順位等を検討するうえでの

有効な手法となります。 
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４ 今後のスケジュール      

 今後も「新居浜市アセットマネジメント推進基本方針」に基づき、既存施設の⾧寿命

化対策を実施します。 

また、将来の本市の規模に見合った必要な施設を見極め、数値目標を設定するととも

に、効率的な利用ができるように、施設類型別、地域別に今後の公共施設（ハコモノ）

のあり方をまとめた「新居浜市公共施設再編計画」を、平成３０年９月に策定しました

ので、市民の合意形成を図りながら、個々の施設の再編・再配置の計画を検討していき

ます。 

なお、本書で公表する施設データは令和３年度決算時点のデータを集計・整理したも

のですが、今後も３年に一度程度、公共施設白書の施設情報の更新を行うとともに、 

必要に応じて、掲載する施設、データ項目の追加も検討します。 
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１ 参考資料（施設概要調書）の見方                    

 施設の設置目的、用途によって施設を分類し、１施設の情報を１枚にまとめています。

調書は、施設名・分類、建物データ、管理運営データ、施設写真、参考指標から構成 

されています。（施設概要調書（見本）参照） 

 

 

第３章 参考資料（施設ごとの調書） 
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（１）施設名・分類 

 施設分類  

下記の表のとおり、施設を分類しています。   

   

 管理形態  

   「直営」、「指定管理」、「業務委託」等で分類しています。 

 

（２）建物データ 

  面積  

   複数棟で構成されている施設（小中学校等）は各棟の合計面積を記載しています。 

 建築年  

   複数の棟で構成される施設で、棟により建築年度が異なる場合は、最も古い棟の

建築年度を記載しています。 

 経過年  

令和４年４月１日時点の建築後経過年数を記載しています。 

 構造  

下記のとおり分類、表示しています。 

 大分類 小分類 

１ 生涯学習施設 社会教育施設、芸術文化施設、スポーツ施設、 

その他の施設 

２ 学校教育施設 義務教育施設、その他の施設 

３ 福祉施設 児童福祉施設、高齢者福祉施設、障がい者福祉施設、 

その他の施設 

４ 環境衛生施設 ごみ処理施設、し尿処理施設、下水処理施設、斎場等 

５ 産業振興施設 産業支援施設、観光施設、港湾施設、その他の施設 

６ 事務所等 中央機関、地域機関 

１ ＲＣ 鉄骨コンクリート造 

２ ＳＲＣ 鉄骨鉄筋コンクリート造 

３ Ｓ 鉄骨造 

４ Ｗ 木造 

５ ＣＢ コンクリートブロック造 
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 防災拠点  

   「避難所」、「その他拠点施設（避難所以外）」、「指定なし」のいずれかを記載し

ています。 

 バリアフリー  

   「対応」、「一部対応」、「未対応」のいずれかを記載しています。 

 

（３） 管理運営データ（令和３年度） 

 利用者数（件数）  

   令和３年度中の利用者数、利用件数を記載しています。 

年間を通じ、特定の利用者が継続的に利用する施設は、その人数を記載していま

す。（例:小中学校、保育園、消防分団詰所など） 

  職員数  

 令和３年４月１日時点、もしくは令和３年度中の基準日の人数を記載しています。 

 支出（人件費）  

   指定管理制度を導入している施設、施設管理に係る業務を委託している施設は、 

管理費（委託料）のうち、人件費にかかる金額を記載しています。 

直営の施設については、施設の維持管理を担当する職員（正規・臨時・非常勤）

の人数・業務量により、施設の維持管理にかかる人件費を算出しています。 

   人件費の算定基礎となる人員の考え方は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

１ 対応 障がい者等の施設利用に配慮しており、誰でも、概ね

支障なく施設を利用することができる。 

（駐車場、施設の出入口の段差、トイレ等への配慮） 

２ 一部対応 施設内すべてではないが、出入口に車いす用のスロー

プを設置している等、一部バリアフリー対応になって

いる。 

３ 未対応 全く対応していない。 
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   支出（人件費以外の経常的な維持管理経費）  

   需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料など、施設の運営、維持管理に係る

経常的な費用の合計を記載しています。 

 

（４）施設写真 

  施設の外観や室内の写真を掲載しています。 

  

（５）参考指標 

  老朽化状況、利便性、防災拠点、利用者１人あたりのコスト、利用状況の５項目に

ついて、下記の基準に基づき５段階で数値化しています。 

  ただし、類似施設が他にない等の理由から、５段階で数値化し、評価することが難

しい施設、項目については、評価を行っていません。 
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  参考指標は、五角形の面積が広いほど良好な施設で、正五角形に近いほどバランス

のとれた施設といえます。主に４つのパターンの施設に分類されます。 
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２ 参考資料（施設概要調書） 
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